
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ土器店

丸亀市土器町東４丁目７８８番地ほか

２ 留意事項

(1) 来客者が駐車場を利用する時間帯と通勤時間帯が重複し、来客者が相当見込まれる場合において

は、来客車両の入出庫による周辺交通への影響を最小限にとどめるよう十分な配慮を払うこと。

(2) 駐車場の運用に当たっては、届出書記載事項（夜間１０時以降の駐車升の利用制限など）を遵守

し、夜間の来店車両による騒音の軽減に十分配慮すること。

(3) 周辺住民から生活環境の保全に関する苦情が寄せられた場合には、誠実に対応すること。

マルナカ土器店


